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☆ 9 月 ８ 日、 介 護 保 険 事 業 者 ネ ッ ト ワ ー ク 

さかい主催の「認知症セミナー」が新型コロナ 

ウイルス感染対策のため、オンラインにて開催 

されました。白楽荘施設長の川嵜郁子氏より認知

症の知識とケアの実践について講演がありました。
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（ネットワークさかいによるオンライン研修風景）



　

令
和
２
年
度
坂
井
地
区
広
域
連
合
一
般
会
計
お
よ
び
介
護
保
険
特
別

会
計
な
ら
び
に
代
官
山
墓
地
特
別
会
計
の
決
算
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

※
１　

金
額
は
原
則
千
円
未
満
を
四
捨
五
入
し
て
い
ま
す
。

　

※
２　

比
率
は
小
数
点
第
２
位
以
下
を
四
捨
五
入
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
２
年
度
の
決
算
額
は
、
歳
入
総
額
３
億
１
，
８
２
０
万
２
千
円

（
対
前
年
比
17
・
0
％
増
）、
歳
出
総
額
３
億
１
，
３
０
９
万
１
千
円
（
対

前
年
比
20
・
7
％
増
）
で
、
歳
入
総
額
か
ら
歳
出
総
額
を
差
し
引
い
た

形
式
収
支
は
５
１
１
万
１
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

歳
入　

総
額
３
億
１
，
８
２
０
万
２
千
円

　

歳
入
を
性
質
別
に
み
る
と
、
自
主
財
源
は
２
億
６
，
２
２
３
万
１
千

円
で
、
歳
入
総
額
に
占
め
る
割
合
は
82
・
4
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

主
な
も
の
で
は
、
構
成
市
（
あ
わ
ら
市
・
坂
井
市
）
か
ら
の
負
担
金

２
億
２
，
５
９
２
万
９
千
円
、
次
に
葬
斎
場
や
霊
柩
車
、
廃
棄
物
処
理
施

設
の
使
用
料
及
び
手
数
料
２
，
０
０
１
万
１
千
円
で
す
。

　

一
方
、
依
存
財
源
は
５
，
５
９
７
万
１
千
円
で
歳
入
総
額
に
占
め
る

割
合
は
17
・
6
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

歳
出　

総
額
３
億
１
，
３
０
９
万
１
千
円

　

歳
出
の
主
な
も
の
を
性
質
別
に
み
る
と
、
人
件
費
は
４
，

１
６
５
万
２
千
円
で
、
広
域
連
合
議
会
議
員
な
ど
の
報
酬
お
よ
び
広
域

連
合
職
員
の
給
与
で
す
。

　

物
件
費
は
１
億
８
，
２
８
６
万
８
千
円
で
主
な
も
の
は
、
団
体
内
統

合
宛
名
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
委
託
料
１
，
０
０
９
万
８
千
円
、
代
官
山

斎
苑
指
定
管
理
者
委
託
料
４
，
１
１
４
万
８
千
円
、
さ
か
い
ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー
の
維
持
管
理
・
運
営
委
託
料
１
億
１
０
２
万
６
千
円
な
ど
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
維
持
補
修
費
は
７
１
５
万
７
千
円
で
、
代
官
山
斎
苑
の
火
炉

台
車
耐
火
物
取
替
等
工
事
４
８
４
万
円
な
ど
で
す
。

積
立
金
は
１
７
５
万
８
千
円
で
、
霊
柩
車
購
入
基
金
、
廃
棄
物
処
理
施

設
整
備
基
金
積
立
金
な
ど
で
す
。

　

繰
出
金
は
７
，
７
８
５
万
９
千
円
で
、
低
所
得
者
保
険
料
軽
減
負
担

金
の
国
、
県
、
構
成
市
負
担
金
を
介
護
保
険
特
別
会
計
へ
繰
出
し
て
い

ま
す
。

　

令
和
２
年
度
の
決
算
額
は
、
歳
入
総
額
１
１
７
億
３
，

９
８
６
万
３
千
円
（
対
前
年
比 

変
動
な
し
）、
歳
出
総
額
１
１
４
億
９
，

４
６
２
万
４
千
円
（
対
前
年
比 

０
・
１
％
減
）
で
、
歳
入
総
額
か
ら
歳

出
総
額
を
差
し
引
い
た
形
式
収
支
２
億
４
，
５
２
３
万
９
千
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。

歳
入　

総
額
１
１
７
億
３
，
９
８
６
万
３
千
円

　

歳
入
を
性
質
別
に
み
る
と
、
自
主
財
源
は
４
５
億
５
，

１
６
０
万
３
千
円
で
、
歳
入
総
額
に
占
め
る
割
合
は
38
・
8
％
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

主
な
も
の
で
は
、
第
１
号
被
保
険
者
（
６
５
歳
以
上
の
方
）
の
介
護

保
険
料
２
５
億
８
，
３
５
６
万
４
千
円
、
保
険
給
付
費
や
要
介
護
認
定

事
務
な
ど
の
構
成
市
負
担
金
１
６
億
８
７
８
万
５
千
円
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

一
方
、
依
存
財
源
は
７
１
億
８
，
８
２
６
万
円
で
歳
入
総
額
に
占
め

る
割
合
は
61
・
2
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

主
な
も
の
は
、
保
険
給
付
費
等
に
か
か
る
国
庫
支
出
金
２
６
億
１
，

５
３
７
万
３
千
円
、
支
払
基
金
交
付
金
（
第
２
号
被
保
険
者

（
４
０
歳
以
上
６
５
歳
未
満
の
方
）
の
介
護
保
険
料
）
２
９
億
２
，

５
８
２
万
１
千
円
、
県
支
出
金
１
６
億
４
，
７
０
６
万
６
千
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。

令
和
２
年
度　

会
計
決
算
報
告

一 
般 
会 
計

介
護
保
険
特
別
会
計

歳入総額
3億

1,820 万 2千円

分担金及び負担金
2億 2,592 万 9千円
(71.0%)

使用料及び
手数料
2,001 万 1千円
(6.3%)

財産収入
281万 5千円
(0.9%)

繰越金
1,245 万 8千円
(3.9%)

諸収入
101万 8千円
(0.3%)

国庫支出金
3,731 万 4千円
(11.7%)

県支出金
1,865 万 7千円
(5.9%)

自主財源 82.4%

依存資源
17.6%

物件費
1億 8,286 万 8千円
(58.4%)

歳出総額
3億

1,309 万 1千円

人件費
4,165 万 2千円
(13.3%)

扶助費　　　　　4万 5千円 (0.0%)
維持補修費　　　715万 7千円 (2.3%)
補助費等　　　　135万 6千円 (0.4%)
普通建設事業費　39万 6千円 (0.1%)
積立金　　　　　175万 8千円 (0.6%)

繰出金
7,785 万 9千円
(24.9%)

歳入総額
117億

3,986 万 3千円

使用料及び手数料　21万 1千円 (0.0%)

保険料
25億
８,356 万 4千円
(22.0%)

分担金及び
負担金
16億
878 万 5千円
(13.7%)

財産収入　3万 7千円 (0.0%)
繰入金　9,989 万 3千円 (0.9%)
繰越金　2億 3,498 万 3千円 (2.0%)
諸収入　2,413 万 0千円 (0.2%)

国庫支出金
26億 1,537 万 3千円 (22.3%)

支払基金交付金
29億 2,582 万 1千円
(24.9%)

県支出金
16億
4,706 万 6千円
(14.0%)

自主財源
38.8%

依存資源
61.2%

2さかい広域



歳
出　

総
額
１
１
４
億
９
，
４
６
２
万
４
千
円

　

歳
出
の
主
な
も
の
を
性
質
別
に
み
る
と
、
人
件
費
は
１
億
１
，

９
２
８
万
５
千
円
で
、
介
護
認
定
審
査
会
委
員
報
酬
お
よ
び
広
域
連
合
職
員

の
給
与
な
ど
で
す
。

　

物
件
費
は
９
，
７
６
７
万
４
千
円
で
介
護
保
険
シ
ス
テ
ム
リ
ー
ス
料
１
，

４
１
４
万
２
千
円
、
主
治
医
意
見
書
記
入
手
数
料
１
，
８
４
４
万
４
千
円
な

ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
扶
助
費
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
保
険
給
付
費
、
地
域
支
援
事
業

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
費
（
第
１
号
訪
問
・
通
所
事
業
）
等

と
し
て
１
０
６
億
７
，
９
８
８
万
３
千
円
で
決
算
総
額
の
92
・
9
％
を
占
め

て
い
ま
す
。

　

補
助
費
等
４
億
７
，
９
６
２
万
２
千
円
は
構
成
市
へ
の
地
域
支
援
事
業
費

委
託
料
３
億
７
，
９
１
５
万
３
千
円
お
よ
び
前
年
度
保
険
給
付
費
精
算
に
よ

る
国
、
県
等
へ
の
精
算
返
還
金
な
ど
で
す
。

　

積
立
金
は
、
１
億
１
，
８
１
６
万
円
で
、
主
に
介
護
保
険
財
政
調
整
基
金

へ
の
積
立
金
１
億
１
，
０
３
４
万
円
お
よ
び
介
護
福
祉
推
進
基
金
積
立
金
７
，

８
２
０
千
円
で
す
。

　

令
和
２
年
度
の
決
算
額
は
、
歳
入
総
額
２
８
５
万
４
千
円
（
対
前
年
比
25
・

5
％
減
）
で
、
歳
出
総
額
２
１
８
万
３
千
円
（
対
前
年
比
42
・
0
％
減
）
で
、

歳
入
総
額
か
ら
歳
出
総
額
を
差
し
引
い
た
形
式
収
支
６
７
万
１
千
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。

歳
入　

総
額
２
８
５
万
４
千
円

　

歳
入
の
主
な
も
の
は
、
墓
地
使
用
料
お
よ
び
維
持
費
２
７
７
万
５
千
円
、

前
年
度
か
ら
の
繰
越
金
７
万
円
、
基
金
利
子
で
あ
る
財
産
収
入
９
千
円
な
ど

で
す
。

　

歳
入
総
額
に
占
め
る
自
主
財
源
の
割
合
は
１
０
０
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

歳
出　

総
額
２
１
８
万
３
千
円

　

歳
出
の
主
な
も
の
を
性
質
別
に
み
る
と
、
物
件
費
の
２
１
０
万
４
千
円
で

決
算
総
額
の
96
・
4
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

物
件
費
の
主
な
も
の
は
、
代
官
山
墓
地
指
定
管
理
者
委
託
料

２
０
３
万
７
千
円
や
郵
便
料
な
ど
で
す
。

　

積
立
金
は
７
万
９
千
円
で
、
代
官
山
墓
地
基
金
へ
の
積
立
で
す
。

代
官
山
墓
地
特
別
会
計

繰越金
7万 0千円 (2.5%)

財産収入
9千円 (0.3%)

使用料及び手数料
277万 5千円 (97.2%)

歳入総額
285万 4千円

自主財源
100%

物件費
210万 4千円
(96.4%)

歳出総額
218万 3千円

積立金
7万 9千円 (3.6%)

扶助費
106億 7,988 万 3千円
(92.9%)

歳出総額
114億

9,462 万 4千円

人件費
1億 1,928 万 5千円
(1.0%)

物件費
9,767 万 4千円
(0.9%)

補助費等
4億 7,962 万 2千円
(4.2%)

積立金
1億 1,816 万 0千円
(1.0%)

公費　50% 保険料　50%

国庫負担金
19 億

566 万 5 千円

県負担金
15 億

746 万 3 千円

構成市負担金
13 億

1,274 万 2 千円

支払基金交付金
28 億 3,552 万 2 千円

（第 2 号被保険者保険料）

第 1 号被保険者保険料
24 億 3,130 万 6 千円

令和２年度　保険給付費の財源内訳　保険給付費 105 億 1,561 万 8 千円

介護保険は、介護が必要な方を社会全体で支え合い、介護サービスに要する費用の半分（50％）を公費（国・県・市町村）で負担し、
残りの 27％を 40歳から 64歳までの方が、23％を 65歳以上の方が保険料として負担する仕組みです。

国庫負担金
（調整交付金）
4 億 281 万 4 千円

介護給付費に係る返納金等
1,368 万 4 千円

低所得者保険料軽減負担金等
1 億 642 万 2 千円

3 さかい広域



　

第
70
回
広
域
連
合
議
会
臨
時
会
が
５
月
14
日
（
金
）
に
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
今
回
は
、
６
議
案
が
上
程
さ
れ
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
承

認
お
よ
び
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

上
程
議
案

○
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て　

４
件

○�

令
和
３
年
度
坂
井
地
区
広
域
連
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

○�

坂
井
地
区
広
域
連
合
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

第70回

広
域
連
合
議
会
臨
時
会

広
域
連
合
議
員
の

皆
さ
ん
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
敬
称
略　

◎
議
長
、
◯
副
議
長
）

議
会
運
営
委
員

の
皆
さ
ん
は
次

の
と
お
り
で
す
。

（
敬
称
略

◎
委
員
長
、

◯
副
委
員
長
）

坂
井
市
議
員(

11
名)

◎
渡わ
た
な
べ辺　

竜た
つ
ひ
こ彦

　

近こ
ん
ど
う藤　

哲て
つ
ゆ
き行

　

上う
え
さ
か坂　

健け
ん
司し

　

戸と
い
板た　
　

進
す
す
む

　

吉よ
し
か
わ川　

貞さ
だ
あ
き明

　

佐さ

藤と
う　

寛か
ん
治じ

　

東ひ
が
し
の野　

栄え
い
治じ

　

伊い

藤と
う　

聖せ
い
一い
ち

　

川か
わ
畑ば
た　

孝た
か
治は
る

　

畑は
た
野の

麻ま

美み

子こ

　

田た

中な
か
千ち

賀か

子こ

あ
わ
ら
市
議
員(

７
名)

○
堀ほ
り
田た

あ
け
み

　

三み

上か
み　

寛ひ
ろ
了あ
き

　

青あ
お
柳や
ぎ　

篤あ
つ
始し

　

島し
ま
田だ　

俊と
し
哉や

　

北き
た
浦う
ら　

博ひ
ろ
憲の
り

　

室む
ろ
谷た
に
陽よ
う
一い
ち
郎ろ
う

　

山や
ま
川か
わ
知と
も
一い
ち
郎ろ
う

◎
室む
ろ
谷た
に
陽よ
う
一い
ち
郎ろ
う

○
伊い

藤と
う　

聖せ
い
一い
ち

　

吉よ
し
か
わ川　

貞さ
だ
あ
き明

　

北き
た
浦う
ら　

博ひ
ろ
憲の
り

　

田た

中な
か
千ち

賀か

子こ

　

第
71
回
広
域
連
合
議
会
定
例
会
が
８
月
25
日
（
水
）
に
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
副
議
長
の
任
期
満
了
に
伴
う
選
挙
が
行
わ
れ
、
堀
田
あ
け
み
議

員
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
６
議
案
が
上
程
さ
れ
、
い
ず
れ
も
原

案
の
と
お
り
認
定
及
び
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
次
の
通
り
、
２
名

の
議
員
が
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

上
程
議
案

○�

令
和
２
年
度
坂
井
地
区
広
域
連
合
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ

い
て

○�

令
和
２
年
度
坂
井
地
区
広
域
連
合
介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
認
定
に
つ
い
て

○�

令
和
２
年
度
坂
井
地
区
広
域
連
合
代
官
山
墓
地
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
認
定
に
つ
い
て

○
令
和
３
年
度
坂
井
地
区
広
域
連
合
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

○
令
和
３
年
度
坂
井
地
区
広
域
連
合
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算.

　
（
第
１
号
）

○
令
和
３
年
度
坂
井
地
区
広
域
連
合
代
官
山
墓
地
特
別
会
計
補
正
予
算.

　
（
第
１
号
）

一
般
質
問

◆
畑
野　

麻
美
子　

議
員
◆

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
処
遇
困
難
ケ
ー
ス
の
改
善
に
向
け

て
、
構
成
市
と
の
連
携
を
密
に
し
、
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員

体
制
の
強
化
及
び
、
介
護
保
険
料
滞
納
者
に
対
し
て
の
状
況
把
握

に
つ
い
て

　

�

令
和
２
年
度
の
介
護
保
険
料
の
滞
納
者
数
、
差
し
押
さ
え
決

定
人
数
、差
し
押
さ
え
総
額
、何
を
差
し
押
さ
え
た
の
か
。
ま
た
、

保
険
給
付
の
制
限
件
数
は
。

◆
佐
々
木　

康
男　

広
域
連
合
長
◆

　

�

令
和
２
年
度
の
介
護
保
険
料
の
滞
納

者
数
は
、
令
和
２
年
度
末
で
６
０
４
人
、

滞
納
者
率
は
１．７
％
。
そ
の
内
、
差
し
押

さ
え
を
決
定
し
た
人
は
１
人
。
受
給
さ
れ
て
い
る
年
金
の
一
部

を
差
し
押
さ
え
た
。
保
険
給
付
制
限
を
決
定
し
た
人
は
31
人
。

そ
の
内
10
人
は
、
滞
納
保
険
料
の
完
納
ま
た
は
分
納
誓
約
に
よ

り
解
除
と
な
っ
て
い
る
。

　

�

滞
納
者
の
自
宅
訪
問
を
し
、
暮
ら
し
ぶ
り
や
本
人
の
状
況
把

握
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

�

介
護
保
険
料
は
、
毎
年
算
定
さ
れ
前
年
の
所
得
が
著
し
く
減

っ
た
場
合
は
、
介
護
保
険
料
も
少
な
く
な
り
、
支
払
い
能
力
を

考
慮
し
た
、
公
平
な
介
護
保
険
料
と
な
る
よ
う
算
定
し
て
い
る
。

督
促
状
や
催
告
書
を
送
付
し
、
納
付
を
促
し
て
い
る
。
ま
た
、

本
人
と
相
談
の
上
、
分
納
誓
約
書
を
作
成
し
、
対
応
し
て
い
る
。

そ
の
際
、本
人
の
生
活
状
況
を
把
握
し
、調
書
を
作
成
し
て
い
る
。

今
後
、
滞
納
者
の
状
況
に
応
じ
、
自
宅
訪
問
す
る
こ
と
も
考
え

て
い
る
。

　

�

生
活
が
困
窮
し
て
い
る
事
例
な
ど
に
つ
い
て
は
、
構
成
市
と

の
連
携
を
密
に
す
る
こ
と
。
坂
井
市
で
は
今
年
度
よ
り
、
重
層

的
支
援
体
制
で
、
断
ら
な
い
相
談
な
ど
、
他
機
関
連
携
が
と
ら

れ
て
い
る
。
あ
わ
ら
市
に
お
い
て
も
、
役
所
内
で
の
そ
れ
ぞ
れ

の
所
管
の
連
携
が
確
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
生
活
保
護

へ
の
移
行
も
考
え
て
ほ
し
い
。

第71回
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�

介
護
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
に
は
、
ま
ず
、

納
付
相
談
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
市
税
の
滞
納
状
況
な
ど

を
把
握
す
る
た
め
、
構
成
市
と
連
携
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、

必
要
に
応
じ
て
、
構
成
市
が
行
っ
て
い
る
自
立
相
談
支
援
事
業

や
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
に
つ
な
げ
、
解
決
に
向
け
た
支

援
を
行
っ
て
い
る
。

　

�

高
齢
者
の
拠
り
所
と
な
る
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職

員
体
制
の
強
化
を
求
め
る
。

　

�

坂
井
地
区
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
の
実
情
に

応
じ
て
、
圏
域
を
設
定
し
、
地
域
に
お
け
る
日
常
生
活
圏
域
と

の
整
合
性
に
配
慮
し
、
市
町
村
施
策
と
の
一
体
性
を
保
ち
な
が

ら
運
営
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
構
成
市
に
委
託

し
て
い
る
。
あ
わ
ら
市
は
、
あ
わ
ら
市
健
康
長
寿
課
内
に
設
置
、

坂
井
市
は
、
圏
域
ご
と
に
民
間
委
託
し
、
重
層
的
支
援
体
制
整

備
事
業
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
職
員
体
制
は
、
構
成
市
の
運
営
方
針
と
な
る
が
、
超
高
齢
化

社
会
の
到
来
を
考
え
る
と
、
人
員
や
体
制
強
化
に
加
え
、
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
支
援
が
必
要
な
方
を
早
期
に
発

見
し
、
解
決
し
て
い
く
よ
う
な
仕
組
み
づ
く
り
を
構
築
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
。

◆
堀
田　

あ
け
み　

議
員
◆

フ
レ
イ
ル
事
業
に
つ
い
て

　

�

保
険
者
機
能
強
化
推
進
交
付
金
、
介
護
保
険
保
険
者
努
力
支

援
交
付
金
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
使
う
の
か
。

　

�「
保
険
者
機
能
強
化
推
進
交
付
金
」
は
、
平
成
30
年
度
に
各
市

町
村
が
行
う
自
立
支
援
重
度
化
防
止
の
取
組
を
支
援
す
る
た
め

創
設
さ
れ
た
交
付
金
で
あ
る
。
高
齢
者
の
自
立
支
援
・
重
度
化

防
止
、
介
護
予
防
に
資
す
る
も
の
と
し
て
活
用
す
る
も
の
と
さ

れ
て
お
り
、
フ
レ
イ
ル
予
防
事
業
、
さ
ら
に
、
あ
わ
ら
市
で
は
、

認
知
症
診
断
機
器
の
購
入
、
坂
井
市
で
は
、
健
康
づ
く
り
応
援

ア
プ
リ
構
築
事
業
に
活
用
し
て
い
る
。「
介
護
保
険
保
険
者
努
力

支
援
交
付
金
」
は
、
令
和
２
年
度
に
介
護
予
防
、
健
康
づ
く
り

等
に
資
す
る
取
組
を
支
援
す
る
た
め
創
設
さ
れ
た
交
付
金
で
あ

る
。
介
護
予
防
事
業
、
構
成
市
が
行
っ
て
い
る
通
い
の
場
等
に

活
用
で
き
る
。

　

ひ
き
こ
も
り
の
把
握
と
対
策
は
考
え
て
い
る
か
。

　

�

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
る
ひ
き
こ
も
り
は
、
そ
の
実
態
を
把

握
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
広
域
連
合
に
お
い
て
も
実
態
調
査
等

は
行
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、

外
出
頻
度
の
減
少
に
よ
り
、
閉
じ
こ
も
り
や
ひ
き
こ
も
り
が
増

え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
レ
イ
ル
チ
ェ
ッ

ク
へ
の
参
加
者
数
の
推
移
を
見
る
と
、
令
和
元
年
度
と
比
べ
て
、

令
和
２
年
度
の
参
加
者
数
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
東

京
大
学
が
行
っ
て
い
る
全
国
の
フ
レ
イ
ル
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
状

況
を
見
る
と
、
外
出
頻
度
の
減
少
や
身
体
機
能
の
衰
え
を
感
じ

る
人
が
増
え
て
い
る
と
の
報
告
を
受
け
て
い
る
。
今
後
は
、
構

成
市
と
連
携
し
、
ひ
き
こ
も
り
の
実
態
把
握
に
努
め
る
と
と
も

に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
状
況
や
ワ
ク
チ
ン

接
種
状
況
等
を
考
慮
し
な
が
ら
、
よ
り
多
く
の
人
に
フ
レ
イ
ル

チ
ェ
ッ
ク
に
参
加
い
た
だ
け
る
よ
う
、
周
知
や
開
催
方
法
の
検

討
を
考
え
て
い
く
。

　

フ
レ
イ
ル
事
業
の
マ
ン
ネ
リ
化
対
策
は
考
え
て
い
る
か
。

　

�

今
年
６
月
、
フ
レ
イ
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
に
対
し
、
フ
レ
イ
ル
予

防
事
業
に
対
す
る
意
識
調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
結
果
に
は
、

サ
ポ
ー
タ
ー
自
身
が
マ
ン
ネ
リ
化
を
感
じ
て
い
る
こ
と
や
自
分

自
身
の
健
康
づ
く
り
の
た
め
に
参
加
し
て
い
る
等
、
意
見
が
あ

っ
た
。
今
後
は
、
フ
レ
イ
ル
チ
ェ
ッ
ク
の
実
践
だ
け
で
は
な
く
、

よ
り
よ
い
事
業
運
営
に
向
け
て
、
フ
レ
イ
ル
予
防
事
業
の
企
画
・

運
営
に
携
わ
っ
て
い
た
だ
け
る
サ
ポ
ー
タ
ー
を
募
集
す
る
な
ど

し
、
サ
ポ
ー
タ
ー
と
一
緒
に
フ
レ
イ
ル
事
業
を
進
め
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

　

�

フ
レ
イ
ル
チ
ェ
ッ
ク
後
の
リ
ハ
ビ
リ
へ
継
ぐ
指
導
が
必
要
で

は
な
い
か
。

　

�

フ
レ
イ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
中
で
、
東
京
大
学
の
作
成
し
た

基
準
を
下
回
る
結
果
が
出
た
人
に
つ
い
て
は
、
気
を
付
け
る
べ

き
ポ
イ
ン
ト
等
を
フ
レ
イ
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
や
フ
レ
イ
ル
ト
レ
ー

ナ
ー
が
説
明
し
た
り
、
構
成
市
が
行
っ
て
い
る
健
康
教
室
等
へ

の
参
加
を
促
し
た
り
し
て
い
る
。
今
後
は
、
フ
レ
イ
ル
ト
レ
ー

ナ
ー
が
リ
ハ
ビ
リ
等
の
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
、
リ
ハ

ビ
リ
を
行
っ
て
い
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
等
の
関
係
機
関
に
つ
な
げ

る
よ
う
、
構
成
市
と
協
力
し
な
が
ら
行
う
。

　

�

社
会
参
加
の
一
つ
と
し
て
フ
レ
イ
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
を
介
護
人

材
と
し
て
の
育
成
は
考
え
て
い
る
か
。

　

�

介
護
分
野
に
お
け
る
人
材
の
確
保
は
、
喫
緊
の
課
題
の
ひ
と

つ
で
あ
り
、
坂
井
地
区
の
介
護
事
業
所
に
お
い
て
も
切
実
な
課

題
で
あ
る
。
今
年
６
月
に
実
施
し
た
フ
レ
イ
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
へ

の
意
識
調
査
結
果
は
、
約
７
割
が
、
フ
レ
イ
ル
以
外
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
等
に
参
加
し
て
い
た
。
介
護
分
野
へ
の
就
労
に
関
心
の

あ
る
サ
ポ
ー
タ
ー
に
、
坂
井
地
区
広
域
連
合
が
毎
年
行
っ
て
い

る
「
介
護
の
お
仕
事
入
門
研
修
」
を
紹
介
し
、
介
護
人
材
と
し

て
の
育
成
へ
と
つ
な
げ
た
い
。

A3Q4A4Q1A1
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高額介護サービス費等の上限額の一部変更
　

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の「
現
役
並
み
所
得
者
」の
区
分
が
細
分
化
さ
れ
、上
限

額
が
一
部
変
わ
り
ま
し
た
。

▽利用者負担の上限(1ヶ月)

令和３年７月利用分まで

利用者負担段階区分 上限額（月額）

現役並み所得者
同じ世帯に課税所得１４５万円以
上の６５歳以上の人がいて、６５
歳以上の人の収入が単身の場合
３８３万円以上、２人以上の場合
５２０万円以上ある世帯の人

世帯
４４, ４００円

一般
世帯
４４, ４００円

住民税世帯非課税等
世帯
２４, ６００円

・�合計所得金額及び課税年金収入額の
合計が８０万円以下の人
・老齢福祉年金の受給者

個人
１５, ０００円

生活保護の受給者
�利用者負担を１５, ０００円に減額す
ることで生活保護の受給者とならな
い場合

個人
１５, ０００円
世帯
１５, ０００円

令和３年 8月利用分から

利用者負担段階区分 上限額（月額）

年収約１, １６０万円以上
世帯
１４０,１００円

年収約７７０万円以上
　約１, １６０万円未満

世帯
９３, ０００円

年収約３８３万円以上
　約７７０万円未満

世帯
４４, ４００円

一般
世帯
４４, ４００円

住民税世帯非課税等
世帯
２４, ６００円

・�合計所得金額及び課税年金収入額の
合計が８０万円以下の人
・老齢福祉年金の受給者

個人
１５, ０００円

生活保護の受給者
�利用者負担を１５, ０００円に減額す
ることで生活保護の受給者とならな
い場合

個人
１５, ０００円
世帯
１５, ０００円

　

施
設
を
利
用
し
た
と
き
に
受
け
ら
れ
る
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
利
用
者
負
担
段

階
が
細
分
化
さ
れ
、食
費
の
負
担
限
度
額
が
一
部
変
わ
り
ま
し
た
。

※第２号被保険者は、預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下

下記の(1)(2)のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費等は支給されません。
(1)�住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合
(2)�住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が上記金額を超える場合

▽負担限度額(1日あたり)
利用者
負担段階

所得の状況
預貯金等の
資産の状況

上限額（月額）
施設サービス 短期入所サービス

１
本人及び世帯全員が住民税で、老齢福祉年金の受給者
生活保護の受給者

単身：1,000万円以下
夫婦：2,000万円

３００円 ３００円

２
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税
年金収入額＋非課税年金収入額が８０万円以下の人

令和３年８月〜
単身：650万円以下
夫婦：1,650万円以下
※

３９０円
３９０円

令和３年８月〜
６００円

３

本人及び世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階２
段階以外の人（令和３年７月まで）

単身：1,000万円以下
夫婦：2,000万円

６５０円 ６５０円

令
和
３
年
８
月
か
ら

①
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所
得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額
が８０万円超１２０万円以下の人

単身：550万円以下
夫婦：1,550万円
※

６５０円 １, ０００円

②
本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所
得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額
が１２０万円超の人

単身：500万円以下
夫婦：1,500万円以下
※

１, ３６０円 １, ３００円

特定入所者介護サービス費等の
利用者負担段階と負担限度額の一部変更

令和３年８月からの介護保険制度の見直しについて
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新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ
65歳以上（第一号被保険者）の介護保険料減免について

問い合わせ先　介護保険課 ☎９１－３３０９（直通）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、世
帯
の
主
た

る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
方

や
、令
和
３
年
の
事
業
収
入
等
が
令
和
２
年
に
比
べ
３
割

以
上
減
少
す
る
見
込
み
の
方
は
、介
護
保
険
料
減
免
の
申

請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。た
だ
し
、令
和
２
年
中
の
対

象
所
得
が
ゼ
ロ
や
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
場
合
は
対
象
外
で

す
。

減
免
の
対
象
と
な
る
方

①�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、同
一

世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま
た
は
重
篤
な
傷

病 

（注 1） 

を
負
っ
た
第
一
号
被
保
険
者

②�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
同
一

世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
等 

（注 2） 

の
い
ず

れ
か
の
減
少
が
見
込
ま
れ
、
次
の
(1)
及
び
(2)
に
該
当
す

る
第
一
号
被
保
険
者

　

(1)�
事
業
収
入
等
の
い
ず
れ
か
の
減
少
見
込
額 

（注 3） 

が
前
年.

　

に
比
べ
３
割
以
上
減
少

　

(2)�
減
少
が
見
込
ま
れ
る
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収.

　

入
等
に
係
る
所
得
以
外
の
令
和
２
年
の
所
得
の
合
計.

　

額
が
４
０
０
万
円
以
下

　
　

（注１）
一
カ
月
以
上
の
治
療
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
方

　
　

（注２）�

対
象
と
な
る
収
入
は
、
事
業
収
入
、
不
動
産
収
入
、
山
林

収
入
、
給
与
収
入

　
　

（注３）�

減
少
見
込
額
は
、
保
険
金
、
損
害
賠
償
金
等
に
よ
り
補
填

さ
れ
る
べ
き
金
額
を
控
除
。
た
だ
し
、
国
や
都
道
府
県
か

ら
支
給
さ
れ
る
各
種
給
付
金
（
特
別
定
額
給
付
金
や
持
続

化
給
付
金
等
）
は
事
業
収
入
等
の
計
算
に
含
め
ま
せ
ん
。

減
免
の
割
合

申
請
方
法

　

申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
付
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
書
は
、坂
井
地
区
広
域
連
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

添
付
書
類

①
（
死
亡
の
場
合
）

　
　

死
亡
診
断
書
、
医
師
の
診
断
書
等

（
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
場
合
）

　
　

医
師
の
診
断
書
、
保
健
所
等
か
ら
交
付
さ
れ
る
措
置.

　
　

入
院
勧
告
書

②
事
業
収
入
等
が
確
認
で
き
る
書
類

　

・�

令
和
３
年
分
の
収
入
が
確
認
で
き
る
書
類
（
収
入
・

所
得
明
細
書
、
給
与
明
細
、
収
入
と
必
要
経
費
が
確

認
で
き
る
帳
簿
等
）

　

・�

令
和
２
年
分
の
収
入
が
確
認
で
き
る
書
類
（
確
定
申

告
書
の
控
え
等
の
写
し
、
源
泉
徴
収
票
等
）

　

・�

世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
が
事
業
等
の
廃
止
や
失

業
し
た
場
合
は
、
廃
業
届
、
解
雇
通
知
書
等

　

・�

保
険
金
、
損
害
賠
償
等
に
よ
り
補
填
さ
れ
る
べ
き
金

額
が
あ
る
場
合
は
、
帳
簿
や
保
険
契
約
書
の
写
し

減
免
対
象
と
な
る
介
護
保
険
料

　

令
和
３
年
度
分
介
護
保
険
料
の
う
ち
、令
和
３
年
４
月

１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
31
日
に
納
期
限
が
設
定
さ
れ
て

い
る
保
険
料

提
出
期
限

　

令
和
４
年
３
月
31
日（
木
）

① 対象となる期間の全額

②

対象保険料額

（Ａ×Ｂ÷Ｃ） × 減免の割合 = 保険料

減免額

▲ ▲

第一号被保険者

の

保険料額（Ａ）
×

主たる生計維持者

の減少見込事業収

入等に係る前年の

所得額（Ｂ）

10/10
前年の合計所得金額が

２１０万円以下

8/10
前年の合計所得金額が

２１０万円超主たる生計維持者

の前年の合計所得

金額（Ｃ）
10/10 事業の廃止、失業
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編
集
後
記

　

最
近
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
＋
と
い
う
動
画
配
信

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
マ
ー
ベ
ル
作
品
を
見

て
ま
す
。

　

Ｓ
Ｆ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
迫
力
あ
る
シ
ー
ン
は

最
高
で
す
ね
。
お
う
ち
時
間
を
利
用
し
て
、

皆
様
も
い
か
が
で
す
か
？

編集・発行 坂井地区広域連合 〒 919-0526 福井県坂井市坂井町上兵庫 40-15　TEL.0776-72-3305　FAX.0776-72-3306
http://www.kouiki.sakai.fukui.jp

代官山墓地使用料の訂正とお詫び 不
審
電
話
に
ご
注
意

◆
高
齢
者
宅
へ
の
不
審
電
話
が
増
え
て
い
ま
す
。

　

県
内
で
は
、
高
齢
者
宅
へ
市
役
所
職
員
を
か
た
り
「
介
護
保

険
料
の
払
い
戻
し
が
あ
る
」
な
ど
と
持
ち
掛
け
る
不
審
電
話
が

増
え
て
い
ま
す
。

　

手
口
は
、
介
護
保
険
料
の
払
い
戻
し
の
名
目
で
現
金
自
動

預
払
機
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）
に
誘
導
、
携
帯
電
話
を
通
じ
て
指
示
し
、

指
定
口
座
に
現
金
を
振
り
込
ま
せ
る
も
の
で
、
最
初
は
自
宅
の

固
定
電
話
に
か
か
っ
て
く
る
の
が
特
徴
で

す
。

　

坂
井
地
区
広
域
連
合
、
市
役
所
を
始
め

と
し
た
公
的
機
関
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
還
付
金
の

手
続
き
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
坂
井
地
区
広
域
連
合
職
員
、
市

役
所
職
員
等
が
、
自
宅
に
伺
っ
て
、
キ
ャ

ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
預
か
る
こ
と
も
あ
り
ま

せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た

ら
、
す
ぐ
に
切
っ
て
、
最
寄
り
の
警
察
署

へ
通
報
・
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

あわら警察署 ☎ 0776-73-0110

坂井警察署 ☎ 0776-66-0110

坂井西警察署 ☎ 0776-82-0110

汲
み
取
り
式
ト
イ
レ
を
ご
使
用
の
皆
様
へ

　

ト
イ
レ
か
ら
汲
み
取
っ
た
し
尿
の
中
に

布
や
衛
生
用
品
な
ど
の
異
物
が
多
く
混
入

し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
異
物
は
、
処
理

施
設
の
配
管
の
詰
ま
り
や
機
器
等
の
故
障

の
原
因
に
な
り
、
施
設
の
稼
働
を
停
止
さ

せ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

施
設
が
停
止
す
る
と
し
尿
等
の
受
け
入
れ

が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
ト
イ
レ
に
は
ト
イ

レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
の
も
の
は
捨
て
な
い

よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課　

環
境
衛
生
係

　

☎
９
１

−

３
３
０
８
（
直
通
）

さ
か
い
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

フ
レ
イ
ル
予
防
を
し
よ
う

　

フ
レ
イ
ル
と
は
、「
健
康
な
状
態
」

と
「
介
護
が
必
要
と
な
る
状
態
」
の

中
間
の
状
態
で
、
心
身
の
活
力
（
筋

力
、
認
知
機
能
、
社
会
と
の
つ
な
が

り
な
ど
）
が
低
下
し
た
状
態
の
こ
と

で
す
。

　

早
い
時
期
に
フ
レ
イ
ル
の
兆
候
を

見
つ
け
て
、
日
常
生
活
を
見
直
す
な

ど
の
適
切
な
対
応
を
と
れ
ば
、
フ
レ

イ
ル
の
進
行
を
抑
え
、
再
び
健
康
な

状
態
に
戻
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
フ

レ
イ
ル
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
栄

養
」「
運
動
」「
社
会
参
加
」
の
３
つ

を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
実
践
す
る
こ
と
で

す
。

　

特
に
「
社
会
参
加
」
が
重
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お
近
く
で
開
催
さ

れ
る
「
フ
レ
イ
ル
チ
ェ
ッ
ク
」
に
ご
友
人
な
ど
と
一
緒
に
参
加
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

問
い
合
わ
せ
先

　

あ
わ
ら
市　

健
康
長
寿
課

　
　

☎
７
３

−

８
０
２
２

　

坂
井
市　
　

高
齢
福
祉
課

　
　

☎
５
０

−

３
０
４
０

（京町ふれあい会館にてフレイルチェック）

　４月 15日発行の坂井地区広域連合広報紙「Life 
care さかい広域 Vol.61」に誤りがありましたの
で、訂正しお詫びいたします。

P3　（誤）３㎡　使用料　144,000 円
↓

　　 （正）３㎡　使用料　136,000 円

使用料 維持費

3.0㎡ 136,000 円 28,000 円

4.0㎡ 172,000 円 31,000 円

6.0㎡ 228,000 円 37,000 円

使用料等
区　画

◯代官山墓地使用料及び維持費

広
域
連
合
Ｎ
ｅ
ｗ
ｓ
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